
 
 

 

循環型社会の形成と３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 
 

収 集 日 程 
 

５月１１日（日） 十和田地区 

５月１８日（日） 八幡平・尾去沢地区 

５月２５日（日） 花輪地区 

※各自治会で定めた場所に、朝８時まで出してください。 
 

収 集 品 目 （ごみ袋に入る大きさの物は、定期収集へ） 

金 属 製 品（10 品目） 

① 自転車（注：電動自転車のバッテリーは外すこと）  ⑧煙 突   
② 米収納器 （注：30kg 入まで）           ⑨電子レンジ 
③ はしご・きゃたつ（注：２ｍまで）       ⑩薪ストーブ 
④ 石油ストーブ（注：灯油と電池は必ず外すこと） 
⑤ ガス・IH テーブル、ガス湯沸かし器（注：電池を外すこと） 
⑥ 全てがスチール製の机・棚・書庫（注：いす類は収集しません） 
⑦ 屋外用物干し竿・支柱（注：土台除く） 

プラスチック製品（9 品目） 

※全てプラスチック製の下記のものに限ります。 
①大きい樽・タライ・ごみ箱（注：直径 40cm 以上。40cm 未満は可燃ごみへ）  
②クーラーボックス ⑤浴槽のふた   ⑧大型そり 
③衣類収納ケース  ⑥ペット小屋  ⑨大型おもちゃ 
④プランター    ⑦ポリタンク（注：20ℓまで）  

生 活 用 品（6 品目） 

① カーペット・じゅうたん・ござ（注：電気カーペットは収集しません） 
② マットレス（注：ベッドマットや磁気が入っているものは収集しません） 
③ 掃除機・扇風機・除湿機・冷風扇・空気清浄機（注：加湿器は不燃ごみへ） 
④ スノーダンプ等雪かき用品（注：除雪機を除く） 
⑤大型の旅行バッグ・スーツケース   ⑥座椅子 

 

※上記品目以外は裏面をご覧ください。 

［表面］                                [令和７年４月発行] 

(お問い合わせ)      

鹿 角 広 域 行 政 組 合    ＴＥＬ ２２－２６１１ 

 
 



○いす（金属） 　　○機械類 　○いす（木製、プラスチック）

○ベビーカー 　　○キャンプ用品 　○噴霧器（プラスチック）

○テーブル 　　○餅つき機 　○布団・敷き布団、毛布

○シルバーカー 　　○スコップ 　○クーラーボックス

○ベッド 　　○健康器具 　○玄関マット、バスマット

○車いす 　　○一輪車（ねこ車）

○こたつ 　 　　○布団乾燥機

○ストック 　　○噴霧器（金属製） など…

○スキー板、スノーボード

○チャイルドシート など…

　　　指定不用品で収集しない品目の一例ですので、

　　　ごみ処理場へ直接搬入してください。

○炊飯器 　　○電子レンジ

○カセットコンロ 　　○スキー靴 施設名 環境衛生センター鹿角ごみ処理場

○加湿器 　　○トースター 　≪破砕処理場≫　≪焼却場≫

○電気スタンド 　　○ラジオ 所在地 鹿角市十和田毛馬内字鹿倉崎２６番地

○ＤＶＤプレーヤー 受付時間 月～金曜日　　　８：３０～１１：３０

○傘（折っても良い） 　　　　　　　１３：００～１６：３０

○ポット（電気ポット含む） 土　曜　日　　　８：３０～１１：３０

○ヒーター（電気、ガス、ハロゲン） ※12月31日～1月3日は休場日

など… 搬入方法 直接ごみ処理場へ搬入してください。

　　注）電池は外してください。 　◇手数料　　　１０㎏当たり６０円

問合せ先 環境衛生センター　TEL：35-4648

◆スプレー缶の出し方◆
step 1
　中身を使いきる。

step 2
　空になったか音で確認。

　　　　　◆オフィス・事業所のごみについて◆ 　シャカシャカ、チャプ

　　　　　オフィス・事業所から出るごみの大半は事業系一般廃棄物に 　チャプは残量あり。

　　　　　該当します。これには従業員から出された弁当がらや空きペ
　　　　　ットボトル等も含まれます。これらのごみは家庭系一般廃棄 step 3

　　　　　物（赤や橙色の指定袋）の定期収集では収集できませんので 　屋外の風通しの良い場所で

　　　　　収集を希望される場合は、一般廃棄物収集許可業者へ依頼し 　ガス抜きキャップを使用、

　　　　　てください。 　または先端をコンクリート
　に押し当てガスを抜く。

　　    ごみの出し方・処理業者等に関するお問い合わせは
step 4

　　　　　　　ＴＥＬ：22-2611 　資源ごみの日に出す。※塗料・油脂
　類のスプレー缶は不燃ごみ。

   電話　0186-22-2611

『不燃ごみ・可燃ごみ』は環境衛生センター鹿角ごみ処理場へ

　○木製、布製、
　　プラスチック製のもの

　　注）金属部分は外してください。

注）下記のような、指定袋の大きさの
　袋に入るものは、指定袋又は透明な
　袋に入れて不燃ごみの日に出すこと
　も可能です。

　　鹿角広域行政組合　　　

収集品目以外のごみの出し方      

「不燃ごみ」の一例 「可燃ごみ」の一例

～ 直接ごみ処理場へ搬入する際の、

 ごみ処理手数料が改正されました ～
令和７年４月１日（火）より

１０㎏あたり ６０円（税込）
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。


